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第１章 敬老会補助金の概要 

１ 敬老会補助金（以下：補助金）とは 

多年にわたり社会にご尽力いただいた高齢の方に、感謝と敬意を表すとともに、長寿を祝う

ため、高齢の方の外出を促進し、地域の方々との交流が図られるような、高齢の方が一堂に会

し懇談などを行う敬老会の開催について、経費の一部を補助します。 

 

２ 補助金申請が可能な団体（敬老会の開催団体）  

 補助金の申請団体（敬老会の開催団体）は、以下の表が例となります。 

町内自治会 マンション等の管理組合 老人クラブ及び NPO 法人 

民生委員児童委員協議会 社会福祉協議会地区部会 社会福祉施設 

※これらの団体が構成員となって合同開催する場合の団体（合同敬老会、敬老会実行委員会）も対象となります。   

 

３ 敬老会の開催場所の例  

 敬老会の開催場所（市内）は、以下の表が例となります。 

自治会館内 ホテル レストラン 

割烹（飲食店） 公共施設  

 ※単に飲食店で飲食をされたのみの場合は補助金の交付はできません。敬老会として開催しているこ

とが分かるよう、敬老をお祝いする会長等のあいさつやプログラム・写真の提出が必要となります。 

また、補助対象事業費の支払いを証する書類（＝領収書（レシート））、またはその写しを

添付していただきます。 

 

４ 敬老会の開催時期  

概ね９月頃に開催してください。 

 

５ 補助金の対象者  

以下のア及びイの両方を満たす方が補助金の対象者です。 

 

※民生委員及び本市では、自治会などの開催団体に敬老会対象者の個人情報をお伝えすることは

できませんので、ご留意ください（46ページ第 4 章 敬老会補助金 FAQ 参照）。 

ア 令和７年４月１日から引き続き９月１日まで千葉市に住民登録のある方 

イ 令和７年１２月３１日で満７５歳以上の方 

※昭和２６年１月１日以前生まれの方（昭和２６年１月１日生まれの方を含む。）  
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第１章 敬老会補助金の概要 

 

①総事業費 

（敬老会の開催に要する経費） 

200,000 円 

②補助対象事業費上限額  

（参加者数×4,000 円） 

120,000 円 

補助対象事業費 

（２つを比較して低い方の額） 

120,000 円 

×３/４ ＝ 
③補助金の算出基礎額 

90,000 円 

,000 円 

６ 補助金の交付申請額および算出方法  

(１)補助金の交付申請額 

補助金の交付申請額の算出方法は、以下の(２)のとおりです。なお、補助の対象となる経費

は、補助金の対象者（前ページ５ 補助の対象者参照）が参加する、市内で開催される、敬老会に

要する経費です（以下：総事業費）。  

(２) 補助金の交付申請額の算出方法 

【ア．補助金の算出基礎額】 

上記（１）の「①総事業費」と、「②補助対象事業費上限額 ※ 」を比較して、いずれか低

い方の額（以下：補助対象事業費）に対して４分の３の額を補助します。ただし、この金額は

千円未満切り捨てです。 

 

※「②補助対象事業費上限額」 ＝ 参加者見込数（市内在住７５歳以上の方）  × ４，０００円  

（補助対象上限額には、来賓、地区役員、出演者・付き添等の人数は、含まれません。）  

イメージ 

 

 

 

 

 

説明   

参加者が３０人の場合、➁補助対象事業費上限額は、３０人 × ４，０００円  ＝ １２０，０００円 となります。   

①総事業費（敬老会の開催に要する経費）が、２００，０００円の場合、低い方の額は②１２０，０００円

のため、 １２０，０００ × ３/４ ＝ ③９０，０００円が「補助金の算出基礎額」となります。 

【イ．加算額】 

以下のア及びイの要件を両方満たす実施団体に対し、上記の【ア．補助金の算出基礎額】に 

３０，０００円を上限に加算します。 

加算額３０，０００円の要件 

ア 

平成２４年４月１日以降に、敬老会を開催していないこと。 

※ 敬老会補助金の交付を受けた敬老会を合同開催していた団体が再度、単独で敬老会を開

催する場合は、敬老会を開催している実績があることから加算の対象となりません。  

ご注意ください。 
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第１章 敬老会補助金の概要 

イ 

補助金の交付申請時に参加者（1 ページ 5 補助の対象者参照）の 

見込数が３０人以上であり、かつ、敬老会の実績報告時に参加者の参加実績数が３０

人以上である敬老会を開催すること。 

※ただし、補助対象事業費から、前記で算出した補助金の額（＝補助対象事業費に４分の３

を乗じた算出基礎額（千円未満切り捨て））を減じた金額が３０，０００円に満たない場合は、

当該３０，０００円に満たない額を加算します。 

イメージ 

 

説明 

①補助対象事業費４０，０００円に、3/4 を乗じると②補助金の額は、３０，０００円となりま 

す。①補助対象事業費から②補助金の額を減じた額は、③１０，０００円であり、３０，０００円

に満たないため、加算する額は、③´１０，０００円となります。 

 

【ウ．参加者数の算定についての補足】 

令和６年度と同様に、令和７年度は新型コロナウイルス感染症に限らず、インフルエンザ

など感染症法上の指定感染症にり患した場合においても参加者とみなす扱いとします。 

※感染したご本人様に限り補助金算定の対象者となります（発症してから５日間経過する 

までの方。５日間経過後も症状がある場合は、軽くなってから２４時間経過するまでの方 

が対象）。 

※報告の方法（参加者名簿の記載）は、26 ページ敬老会参加者名簿をご参照ください。  

　　③「減じた額（①②の差額）＝10,000円（30,000円未満）

①補助対象事業費
40,000円

×　3/４　＝
②補助金の額

(補助金の算出基礎額)
30,000円

③´加算額
10,000円



令和７年度 敬老会補助金の手引 

- 4 - 

第１章 敬老会補助金の概要 

７ 補助の対象となる経費・ならない経費  

（１）補助の対象となる経費  

①2 ページ補助金の交付申請額および算出方法のとおり 

（補助金の対象者が参加する、市内で開催される、敬老会に要する経費） 

②対象経費の具体例は、以下のとおりです。 

なお、支払いを証する書類（＝領収書（レシート））またはその写しの添付が必要です。 

  ア．【敬老会開催の準備に要する費用】 

 

イ．【敬老会当日に要する費用】 

項目 補助の対象となる経費の具体例  

報償費 

出演者へ謝礼として渡す現金・金券※・カタログギフト、 

出演した子どもへ謝礼として渡す品、来賓へのお土産 など 

※金券：商品券、図書カード、クオカード、お米券 など 

旅費 
参加者、出演者を会場へ送迎するために使用したバスやタクシーの代金 

など 

消耗品費 

紙コップ、割り箸、ゴミ袋、会場に飾る花、靴袋、 

ビンゴゲームの景品（※ただし単価が 5,000 円以上する景品は不可）、

敬老会参加者や関係者に贈呈する花束・記念品（タオル・ハンカチなど）、

写真の現像、記念品等を持ち帰る袋に要する費用     など 

項目 補助の対象となる経費の具体例  

消耗品費 
案内状・打合せ資料・プログラム・次第の用紙、封筒、ペン、 

名札、ガムテープ等のテープ類の購入代 など 

印刷製本費 案内状・打合せ資料・プログラム・次第の印刷代やコピー代 など 

通信運搬費 案内状のはがき代・切手代 など 

保険料 
損害賠償保険、ボランティア保険 など 

（準備を行った日及び敬老会を開催した当日に係る保険料が対象） 

手数料 物品を購入した際の振込手数料 など 
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第１章 敬老会補助金の概要 

項目 補助の対象となる経費の具体例 

食糧費 

敬老会当日に参加者が飲食するもの 

（お弁当、ソフトドリンク、アルコール飲料、食事の材料、紅白

饅頭 など）の代金 

※敬老会が開催される９月頃は、高温多湿で食中毒が発生する可

能性が高いため、お弁当などの飲食物を提供する場合は、衛生管

理を徹底し、食中毒予防・対策を行ってください。 

（46ページ第 4 章 敬老会補助金 FAQ 参照） 

委託料 

会場設営、  

会場内音響機器の操作、  

出張お茶屋等の委託料                など 

使用料 

会場使用料（他団体名称の自治会館（自団体の自治会館は不可）

公民館、ホテルなど）、 

投影機のリース代、 

参加者を会場まで送迎するためのバス借上げ代・レンタカー代、

会場まで器材等を運搬するためのレンタカー代、 

紅白幕のレンタル代、会場内のテーブル・椅子等のレンタル代 

など 

③対象経費の留意事項（例外的に認められる経費） 

  ア ７５歳未満の方は原則として補助の対象外ですが、来賓、スタッフなどの関係者とし 

て従事・手伝いをされた方、出演者の方への飲食代金（敬老会当日に限る）や贈呈品の 

代金は、補助の対象とします。 

イ 敬老会に参加予定であった参加者・関係者が、体調不良などの理由により、急きょ敬 

老会に参加・出席できなくなった場合における、お弁当、お茶、紅白饅頭などの費用 

（あらかじめ発注しており、キャンセルができず支払った費用） 

  ウ 地区役員等が敬老会開催前（開催後は不可）の打合せや準備作業において、水分補給 

のために飲んだ飲み物代金（アルコール類は認められません）。  

 ④その他 

  補助の対象となるか疑義がある場合は、29 ページ第 4 章 敬老会補助金 FAQ をご参照くだ 

さい。また、具体的に明記されていないものは、事前に必ず高齢福祉課へご相談ください。 
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第１章 敬老会補助金の概要 

（２）補助の対象とならない
．．．．

経費  

①次の経費は、補助の対象となりません。 

●  補助金の交付決定日より前に支出した経費     

※交付決定日は、市から申請団体へ送付する通知書面「千葉市敬老会補助金交付決定

通知書」に記載されています。会場の使用料等、交付決定日より前に支払わなければ

ならない特別の理由がある場合は、お支払いする前に、高齢福祉課へご相談ください。 

（物品等は、申請書類を提出した以降の日から購入をお願いいたします。）  

●  敬老会を開催せずに、記念品等の配付のみを行う経費 

●  開催する敬老会にお越しになられない方に対し、記念品等を配付する経費（記念品等

を会場に取りに来たのみでお帰りになられる方への経費も対象外です。） 

●  使用目的が敬老会に限定されない物品（カラオケセット、ゲーム機器、フライパンな

ど）※敬老会の後も使える物品は対象外となります（紙皿、紙コップなど敬老会の当

日のみ利用する消耗品は補助対象）。 

●  敬老会の開催場所が、市外の場合の経費 

●  敬老会に参加する、７５歳未満の方に係る費用 

●  特別な理由がない、敬老会開催後の日付の領収書（レシート）の経費 

②対象とならない経費の具体例は、以下のとおりです。 

項目 補助の対象とならない
、、、、

経費の具体例 

報償費 

・出演者への謝礼以外の現金・金券※・カタログギフト等 

※金券：商品券、図書カード、クオカード、お米券など（換金性の

高いもの）  

注：現金・金券・カタログギフト等はビンゴ景品・祝品としても不可 

・地区役員等（運営者、スタッフ）の人件費（謝礼（写真撮影し 

た地区役員等の謝礼も含む）、賃金、給料、報酬等の名目は問わ 

ない）、寄付金 

・公共施設等を無償貸出した団体に対する謝礼【敬老会を開

催するための必須となる経費ではないため。】      など 
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第１章 敬老会補助金の概要 

旅費 

・ガソリン代 

・宿泊費、旅行代金、旅行に伴うバス代 

・参加者、出演者を会場へ送迎するためにかかった費用以外の費 

用 

例：地区役員等が会場へ下見・予約・使用料支払い等のため 

に行く際の交通費、買い出しの交通費など 

など  
消耗品費 敬老会に参加・出席されない方に対して配付する記念品等 

食糧費 

・敬老会以外における飲食代金（事前打合せ時の食事代、敬老会

開催後の打上げ・反省会の飲食代等） 

・７５歳未満の参加者に個別に提供するお弁当やお茶       

・“試し”に購入する（試食）費用   

  （飲食物（弁当等）や祝品（紅白饅頭等）を選ぶため等）  

・当日の“予備”として購入した飲食物（弁当・飲物等）や、祝

品（紅白饅頭等）の費用 

・実績報告の敬老会参加者・関係者名簿で確認できる必要個数を 

超えて購入したお弁当、お茶等の費用             

 など 

委託料 

・会場清掃の委託（トイレ清掃など） 

・バス旅行委託  

 など 

備品費 

・１点あたり 5,000 円以上する備品の代金（備品は、使用目的が

敬老 会に 限定 され ない ため 、 原 則、 補助 対象 外と なり ま

す。）  

【主な備品例（購入は不可）】 

（パソコン、プリンタ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、投影機、ゲ

ーム機器、マイク、調理用器具（電子レンジ、鍋など）、紅白幕、テ 

ーブル、座椅子等の購入代金）、体温計 

など 
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第１章 敬老会補助金の概要 

③その他 

 補助の対象となるか疑義がある場合は、29 ページ第４章 敬老会補助金 FAQ をご参照くださ 

い。 

 

 

 

 

  

具体例に明記されていないもの等補助の対象となるか疑義が

ある場合は、事前に必ず、高齢福祉課までご相談ください。  

 

※敬老会の開催後、領収書等の実績報告書類をご提出いただ

いた際に、支出済の金銭が補助の対象とならない可能性が

あります。 
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第１章 敬老会補助金の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

敬老会補助金の手続き 
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第１章 敬老会補助金の概要 

８ 敬老会補助金に係る手続の流れ（フロー図）  

 令和７年度の敬老会補助金に係る手続の流れは、以下のとおりです。  

補助金の申請団体   千葉市  

  ５月下旬 申請方法等を公表 

   

５月下旬～７月４日（金） 

各区保健福祉センター高齢障害支援課

へ交付申請書類を提出 

 

 

      ・交付申請内容を審査し、交付を決定 

※補助金の交付決定日より前に発生

した経費は補助対象となりません。 

（物品等は申請書類を提出した以降の

日から購入をお願いいたします。） 

・８月下旬 交付決定通知書を送付（実績

報告書類一式（手引き含む）を同封） 

申請した事業内容に変更がある場合 

又は事業を中止する場合、市へ連絡 

  

   

  

 

８月下旬 

概算払の申請団体に交付決定額を振込み 

概ね９月頃 

事業を実施（＝敬老会の開催） 

  

   
～１０月３１日（金） 

各区保健福祉センター高齢障害支援課

へ実績報告書類を提出 

  

     翌年１月頃～翌年３月頃 

実績報告書類の内容を審査し、補助金額

を確定し次第、額確定通知書を送付 

   
  完了払の申請団体に確定した補助金額を

振込み 

   
  概算払の申請団体に、確定した補助金額

に応じて追加で振込み 又は 

差額の返還用の納付書を送付 

 

（納付書により差額を市へ返還） 

必要に応じて、別途、変更の手続が必要

になります（完了払・概算払共通）。  
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第１章 敬老会補助金の概要 

９ 交付申請書類等の提出 

交付申請などの手続の内容は、次のとおり、市から敬老会補助金をお振込みする方法によっ

て一部異なります。なお、概算払では、敬老会の開催後に、過払い分を返還、又は不足分を追

加で請求していただく場合があり、別途、精算の手続きが必要となります。市では、概算払と

比較して、申請団体の負担（事務手続き）が少ない完了払での申請にご協力をお願いしていま

す。 

（１）完了払を希望される申請団体 

№ 提出書類 

（１） 千葉市敬老会補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）※ 委任状（別紙２） ※「会長・理事長・代表取締役等」以外の方が申請される場合のみ 

（２）概算払を希望される申請団体  

№ 提出書類 

（１） 千葉市敬老会補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）※ 委任状（別紙２） ※「会長・理事長・代表取締役等」以外の方が申請される場合のみ 

（３） 千葉市敬老会補助金一括（分割）事前交付請求書（様式第９号） 

（４） 口座振込依頼書（別紙１） 

※町内自治会におかれては、市（各区地域づくり支援課）へ預金口座情報を届出している

場合は、提出不要です。 

 

● 支払方法の詳細は、19ページ 14 市から敬老会補助金をお振込みする方法についてをご参照ください。 

● 各書類の記載方法は、21 ページ第３章 申請書類の記入方法をご確認ください。 

● 各書類は、市ホームページからダウンロードできます。また、各区保健福祉センター高齢 

障害支援課又は市高齢福祉課で書類のお渡しができます。 
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第１章 敬老会補助金の概要 

１０ 提出書類の留意点（交付申請～実績報告）  

● 申請団体の代表者が署名される（＝ご本人が自らの氏名をフルネームで手書きされ  

る）場合は、押印は不要です。代表者が署名されない場合は、代表者の氏名を記名  

したうえで、押印してください。  

●  同一年度内での、一連の手続（交付申請書類～実績報告書類）において、①署名、  

②記名・押印のいずれかの一方に統一してください。また、②記名・押印の場合は、 

同じ印鑑を使用してください。 

●  押印する印鑑は、朱肉をつけて押す仕様の印鑑を使用してください。  

シャチハタ等の自動印（スタンプ方式のもの）は原則使用できません。  

●  必ず、ボールペンで記入してください。  

鉛筆、こすると文字が消えるボールペンなど、文字が容易に消える筆記用具は使用  

できません。  

●  修正液・修正テープ・砂消しゴムで修正しないでください。二重線にて訂正をして  

ください。  

●  金額の記載はいかなる方法でも修正できません。もし金額を誤って記入された場合  

は、書類を作成し直してください。  

●  金額以外の記載を誤った場合は、誤字を二重線で消したうえで、申請団体の代表者  

が署名（一連の手続で記名・押印されている場合は押印）をし、余白に正しく記入  

してください。  

●  書類は返却しませんので、必要に応じてあらかじめ写しをとっておき、保管してく  

ださい。  

●  敬老会補助金に係る書類は、５年間の保存をお願いします。  

 

留意点のまとめ 

 

（１）申請書類は署名または記名・押印をすること    

（２）署名または記名・押印はすべて統一（同じに）すること  

（３）シャチハタは原則× 

（４）申請書類に鉛筆、消えるボールペン× 

（５）修正液、修正テープ、修正ペン× 

（６）金額の修正は×（間違えたら、書き直し） 

（７）金額以外の間違いは二重線で訂正（署名または記名・押印）  

（８）書類は返却しません。 

（９）書類は５年間保存すること 
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第１章 敬老会補助金の概要 

１１ 委任状の留意点  

委任状の提出が必要になる場合は次の（１）・（２）のとおりです。 

（１）「申請者」と「振込先口座の口座名義人」とが異なる場合 

敬老会補助金交付申請書（様式第１号）等に記載していただく『申請者』と、口座振

込依頼書（別紙１）に記載していただく『振込先口座名義人』とが異なる場合は、委任

状を提出してください。  

なお、上記の場合には、「申請者」と「振込先口座名義人」とで氏名が異なる場合の

ほか、団体・組織名（口座名義）が異なる場合、役職名が異なる場合も含まれます。  

 

（２）代表権のない方が申請者になる場合 

敬老会補助金交付申請書（様式第１号）等に記載していただく『申請者』が、代表権

のない方の場合は、委任状を提出してください。  

 

     ※ 上記以外の場合は、市高齢福祉課までお問合せください。 

例１：申請者が町内自治会の会長で、振込先口座が会計担当者の名義となっている場合 

☞ 申請：会長 ●● ●●  振込口座：会計 ▲▲ ▲▲ 

例２：他の町内自治会等と合同で敬老会を開催する場合で、申請者が合同で行う団体名、振込

先口座がそのうちの１団体の口座の場合 

☞ 申請：○○地区敬老会 代表 ●● ●●  振込口座：○○自治会 会長 ●● ●● 

例１：町内自治会の代表権者は会長（代表）であるところ、福祉委員会長・副会

長など担当者の名義で申請する場合  

☞ 自治会長：会長 ●● ●●  申請：副会長 ▲▲ ▲▲ 

例２：法人の代表権者は理事長や代表取締役であるところ、施設長・施設管理者

などの名義で申請する場合  

☞ ■■法人：理事長 ●● ●●  申請：施設長 ▲▲ ▲▲ 

p 
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第１章 敬老会補助金の概要 

１２ 参加者に関する留意点（申請書類等の参加者のカウント方法）  

申請書類での「参加者（見込数）」は、次の表の（１）～（５）の方が対象となります。 

● （１）～（４）の方は、いずれかの区分でのみカウントし、１人の方を重複してカウント 

することのないようにしてください。 

● 参加者と関係者（来賓・地区役員等・出演者・付き添の方）を兼ねている場合は、参加者 

としてカウントしてください（補助対象上限額に影響があります）。 

例 参加者と地区役員を兼ねている場合、参加者としてカウントし、参加者名簿に氏名を記載 

（地区役員の名簿には氏名を記載しない） 

 

参加者の種別  

（１） 

参加者 

 

補助対象者（1 ページ５ 補助金の対象者参照）であって、敬老会

にお越しになり、敬老のお祝いを受ける方を指します。 

（２） 

来賓 

 

開催団体から招待を受けて敬老会に来ていただく方を指します。 

 例：市議会議員、開催地域にある学校・企業・施設等の関係者、開催

団体にゆかりのある方 

（３） 

地区役員等 

 

開催団体の構成員で、敬老会の開催・運営に従事される方を指します。 

敬老会の開催団体が町内自治会等の場合  町内自治会の会長・副会

長・会計等の役員、福祉委員会の方、班長、民生委員、民生委員協力

員  など 

敬老会の開催団体が施設の場合 施設のスタッフ（職員）  など  

（４） 

出演者、 

付 き 添 等  

 

（３）の地区役員等以外の方で演芸を披露されるなど、敬老会の開催に

携わる方を指します。 

例 敬老会で歌・演奏・踊り・劇・落語・手品などの演芸を披露され 

る出演者、講話などをされる講師、お祝いのために来場する子ども会 

・幼稚園・保育園等の子ども、参加者の介助をするために付き添われ 

る方 

（５） 関係者 （２）～（４）の合計を指します。 

 

※民生委員及び本市では、自治会などの開催団体に敬老会対象者の個人情報をお伝えすることは 

できませんので、ご留意ください（46ページ第 4 章 敬老会補助金 FAQ 参照）。 

※７５歳未満の方で敬老会の開催に携わっていない方は、ここには含みません。補助の対象 

とならないため、申請書類に記入することはできません。 
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第１章 敬老会補助金の概要 

１３ 交付申請書類等提出後の手続き  

(１) 申請内容に変更が生じた場合  

申請書類を提出後、次の（１）～（３）に該当する場合は、別途、変更の手続が必要になり

ます（完了払・概算払共通）。速やかに、市高齢福祉課までご連絡ください。 

（１） 
交付申請書類に記載された申請団体の団体名・代表者の役職・氏名・住所のいずれ

かが変更になる場合 

（２） 交付申請書に記載された敬老会の参加者の見込数又は総事業費が増える場合 

（３） 

敬老会の開催を中止する場合（費用が発生しなかった場合） 

⇒（様式第４号 中止承認申請書をご提出ください。） 

※概算払は、中止の場合でも支出金精算書（概算払）（様式第５３号―２）の

提出が必要となります。 

 

（２）実績報告の提出書類（敬老会開催後：１０月３１日まで）  

※詳細は、８月下旬頃に送付予定の実績報告の手引きで別途お知らせします。 

№ 提出書類 

（１） 千葉市敬老会補助金実績報告書（様式第６号） 

（２） 補助対象事業に係る経費の支払いを証する書類（＝領収書（レシート））またはその写し ※ 

（３） 敬老会参加者名簿 

（４） 敬老会関係者名簿 

（５） 

敬老会の開催内容・状況が確認できる写真・・・数枚 

参加者・来賓等が会場に集まり敬老会に参加されている様子、敬老会で発表が披露され

ている様子、提供された食事など、敬老会の開催内容・状況がわかるように撮影した写

真を添付してください。 

（６） 
敬老会の内容や流れがわかるもの 

（プログラム、しおり、次第、従事者用のタイムスケジュールなど） 

完了払を希望される申請団体 

（７） 千葉市敬老会補助金交付請求書（様式第８号） 

（８） 

口座振込依頼書（別紙１） 

※町内自治会におかれては、市（各区地域づくり支援課）へ預金口座情報を届出している

場合は、提出不要です。 

概算払を希望される申請団体 

（７） 支出金精算書（概算払） （様式第５３号―２） 
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第１章 敬老会補助金の概要 

※ ご提出いただく実績報告書類には、補助対象事業費の支払いを証する書類（＝領収書（レ

シート））またはその写しを添付していただきます。 

 敬老会のための支出のうち「（補助の対象者が参加する）市内で開催する敬老会の開催に要 

する経費」として認められるのは、以下（ア～ク）の要件を満たした領収書（レシート）のみで 

す。特にア・イについては、例年指摘が多い要件となっております。必ずご確認ください。 

 

補助対象事業に係る経費の支払いを証する書類（＝領収書（レシート））の要件  

以下の、アからクまでの要件を満たす領収書・レシートのみ経費として認められます。 

 

ア 店舗等の相手方が申請団体から支払われた金銭を領収した旨を確認できる領収書（レシート） 

であること 

   …注文書・納品書・請求書・出金伝票は、店舗等が金銭を受領した旨が確認できないた 

め、支払いを証する書類として認められません。 

※ ポイントで支払った分は、申請団体が負担したものと認められないため、補助の対象外とな

りますので、ご注意ください。 

※ インターネット通販を通じて購入した物品に対する領収書の取得には注意をし

てください。（明細書のみではなく、領収書が発行される支払い方法の手続きをお願

い致します。） 

 

イ お弁当やお茶など同一の物品を複数購入した場合や、テーブル・椅子など同一の物品を複数レ 

ンタルしたりした場合は、購入した物品等ごとに、単価及び数量が記載されていること 

例 

 ○ ・幕の内弁当（松）1,000 円 × 10個 

・いなり寿司    500 円 ×  4個 

合計１２，０００円 

 × お弁当 合計１２，０００円 

 

ウ 宛名に「千葉市敬老会補助金交付申請書」に記載した申請団体名が記載されていること。 

   …名称相違の領収書、申請団体ではなく個人宛の領収書、他団体宛の領収書等は、補助対象 

経費として認められません。 
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第１章 敬老会補助金の概要 

エ 購入物品やレンタル物品などの支出対象となった品名が、具体的に書かれていること。 

…支出が補助対象経費か判断するため、具体的な品名の記載が必要です。「お品代」や

「一式」と記載されている領収書等は、補助対象経費として認められません。 

取引先に、具体的な品名を領収書等に記載するか、具体的な品名の記載がある内訳書を添付 

した領収書等を発行するよう依頼してください。 

【例】 ○ 幕の内弁当（松） 

紅白饅頭セット 

紙コップ（25個入り） 

ガムテープ 

 × お品代 

一式 

雑費 

諸費用（諸経費） 

飲食代 

オ 補助の対象となる物品を購入・レンタル等するにあたり、“補助の対象とならない物品”も同 

時に購入・レンタル等した場合は、“補助の対象とならない物品”の品名、単価、数量等を二重 

線で消してあること。 

 

カ 出演者・講演者等に対する謝礼で、相手方から領収書が発行されない場合や領収書を徴するこ 

とが難しい場合は、謝礼を渡した相手方が直筆で署名（フルネーム）された受領書又は謝 

礼を渡した相手方が記名（フルネーム）のうえ押印した受領書であること。 

※ 署名又は記名押印は、出演・講演等をされ謝礼を受け取ったご本人のものが必要です。出 

演者・講演者等へ謝礼を届けるために自治会から金銭を預かった自治会役員の署名又は記名押印

では補助対象経費として認められません。 

※ 受領書は、申請団体においてあらかじめ受領書を作成しておき、謝礼を渡した相手方（＝出演 

者、講演者等）が署名又は記名押印するだけで済むようにしておくとスムーズです。 

 

キ 金額が訂正されていないこと。 

 

ク 参加者に加え、来賓・地区役員等又は出演者・付き添等の方の分もまとめて購入等した 

場合は、参加者分○個、来賓分△個等、購入等の内訳が記載されていること（申請団 

体による記入可）。 

 

※ 記入例は、18ページ【領収書・レシートの見本】の右部分★をご参照ください。 
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第１章 敬老会補助金の概要 

 

 

 

【領収書・レシートの見本】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領収書（レシート）のまとめ  

 

ア  領収書  または  レシート  であること  

イ  購入したものは単価と数量を提示すること  

ウ  宛名に申請団体名が記入されていること  

エ  品名が記入されていること  

オ  補助対象とならないものも入っている場合は、取消（二重線）をすること  

カ  出演者・講演者等に対する謝礼は署名または記名・押印をもらうこと  

キ  補助対象となる金額を訂正しないこと  

ク  まとめて購入した場合は、内訳を提示すること  

 

領 収 書 

令和○○年○○月○○日 

××自治会様 

・・・￥ １２，９６０－・・・ 

 

ただし、○○代として 

 

 

 

 

 

上記正に領収いたしました 

 

 

敬老会用の弁当代 

 幕の内弁当（松） 税抜１，０００円×１０個 

いなり寿司 税抜５００円×４個 

上記の消費税 ９６０円 

 

株式会社 おいしいお弁当屋さん 

代表取締役 弁当 太郎 

千葉市中央区千葉港１－○○ 電話０４３－２４５－５１×× 

（内訳） 
 
幕の内弁当 
７５歳以上の参加者 
１０個 
 
いなり寿司 
来賓 １個 
地区役員等 ３個 

★ 

内訳の記載を

忘れずに！ 
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１４ 市から敬老会補助金をお振込みする方法 

市から敬老会補助金をお振込みする方法は２種類あります。 

補助金の申請団体（敬老会の開催団体）のご事情に合わせていずれか選択してください。 

 （１）完了払 ※ お振込みは、翌年１月頃～翌年３月頃を予定 

   補助金の一般的な支払い方法です。敬老会を開催した後に提出していただく実績報告

書類の内容を市が審査し、補助金額を確定したうえで、確定した補助金額を申請団体にお

振込みします（市から補助金をお振込みするまでの間、敬老会の開催に要する費用を申請

団体（敬老会の開催団体）に立て替えていただくことになります）。 

※概算払と比べ、過払い分の返還や、不足分を追加で請求していただい

たりする手続きがなく、申請団体の負担（事務手続き）が少ない手続き

方法となります。 

 

 （２）概算払 ※ お振込みは、８月末頃を予定 

   自己資金が乏しい理由等により、「完了払」では事業が行えない団体に限り、補助金の

申請書類に記載していただいた、補助対象者（１ページ５ 補助金の対象者参照）の参加見込数

や補助事業に係る総事業費の予算をもとに、市から補助することとなる額（補助金の見込

み額）を、敬老会の開催前に申請団体にお振込みします。  

   ただし、精算手続きとして、敬老会の開催後に提出していただく実績報告書類の内容を

市が審査し、補助金額を確定したうえで、既に市からお振込み済の額と確定した補助金額

とで差額が生じた場合は、過払い分を返還又は不足分を追加で請求していただきます。 

  ※精算手続きがあるため、完了払と比較して、申請団体の負担（事務手

続き）が多くなります。 

 

※自己資金での開催が可能な団体につきましては、 

精算手続きがない完了払の申請にご協力をお願いします。 
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【参考】概算払の精算手続き 

①  

（補助金の同額） 

 

 

        

＝  

 

既に市からお振込み済の全額が、そのまま当

該年度の敬老会補助金となります。 

別途追加の手続は不要です。 

② 

（補助金の増額） 

 

 

 

       ＜ 

既に市からお振込み済の額と、確定した補助

金額との差額を追加で市からお振込みしま

す。 

追加のお振込みに必要な書類

をお送りしますので、ご提出

ください。  

③ 

（補助金の返還） 

 

 

 

＞  

既に市からお振込み済の額と、確定した補助

金額との差額を市へ返還していただきます。 

納付書をお送りしますので、

市 へ 差 額 を 返 還 し て く だ さ

い。 

 

    

 

 

既
に
市
か
ら
お
振
込
み
済

の
額 

 

 

確
定
し
た
補
助
金
額 

既
に
市
か
ら
お
振
込
み
済

の
額 

 

 

確
定
し
た
補
助
金
額 

既
に
市
か
ら
お
振
込
み
済

の
額 

 

 

確
定
し
た
補
助
金
額 
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第３章 

申請書類の記載方法 
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第２章 申請書類の記載方法 

（１）交付申請書  

 

（あて先）千葉市長 

（訂正用の署名又は捨印） 

様式第１号                         令和  年  月   日 

令和〇年度千葉市敬老会補助金交付申請書 

 

 令和 ５ 年度千葉市敬老会補助金の交付を受けたいので、千葉市補助金等交付規則第３条第１項

の規定により、次のとおり申請します。 

補助事業の目的及び内容 高齢者の生活の向上に努めるために敬老会を開催 

開催予定日時    令和〇年９月１８日１０時００分～１２時００分 

開催予定場所  千葉港１丁目自治会 集会所 

見込数 

参加者 
※敬老会を開催する年の４月１日時点から 
引き続き９月１日まで本市に住所を有し、 

かつ当概年の１２月末日時点で７５歳以上 
４５人   計 

 

６０人 関係者 
来賓 

３人 

地区役員等 

７人 

出演者・付き添等 

５人 

補助事業に係る収支予算等 

(１) 
総事業費 

※敬老会の開催に要する経費の見込み額 
１７５，０００円  

(２) 
補助対象事業費上限額  

※参加者の見込数に４，０００円を乗じた額 

 

１８０，０００円  

（３） 
補助対象事業費 

※(１)と(２)を比べ低い方の額 
１７５，０００円  

(４) 
補助金の算出基礎額 

※(３)の額に３／４を乗じた額（ただし千円未満の額は切り捨て） 
１３１，０００円  

(５) 
補助金の加算額 

※裏面別表の要件を全て満たす場合は、裏面記載の加算額を記入 

 

０円  

(６) 
補助金の交付申請額 

※(４)＋(５)の額 
１３１，０００円  

(７) 

総事業費のうち補助金によってまかなわれる額以外の額 

※（１）－（６）の額 

※(１)－(５)の額 

 

４４，０００円  

上記の額の負担方法 ※該当するものすべてに○をつける。その他の場合（）内に具体的に記入する。 

自治会費、施設費等の申請者負担 ・ 参加者の会費 ・ 祝儀 ・ 寄付金 ・その他（      ）  

  
（８） 補助金の振込方法として希望するもの ※いずれかに○をつける。     概算払 ・ 完了払  

 

申請者 

団体名 千葉港１丁目自治会 

役 職 会長 氏名 
中央 太郎 
（注）記名押印又は本人（代表者）が署 

名してください。 

住 所 

〒２６０－００２６ 

千葉市中央区千葉港２番１号 
千葉港マンション１２３４号 

電話番号 ０４３－２４５－５１６９     

E-mail Chibaminato1cyomejichikai@xxx.xxx.xx.xx 

担当者 氏名 千葉 花子 電話番号 -    - 

日付は空欄のまま→ 

【記入例】 

E-mailアドレスのみ記入は

任意です。それ以外の項目

は、記入は必須です。 

今年度の敬老会補助金における一連の手

続では、ここに押印されたご印鑑を引き

続きご使用ください。 

署名された方は、今年度の敬老会補助

金における一連の手続で押印せずご署名

ください。 
手引をご参照の上、参加

者・来賓・地区役員等・

出演者・付き添等の区分

ごとに人数をご記入くだ

さい。 

※１人の方を複数の区分

で重複してカウントしな

いでください。 

※各区分に該当しない７

５歳未満の方の人数は、

この書類内に記入しない

でください。 

(3)に 3/4を掛ける。 
（千円未満切捨て） 
【175,000円×3÷4】 

(=131,250円)=131,000

円 

(1)と(2)を比較して 
低い（少ない）金額を 
算出する。 

裏面別表の要件を全て満た

す場合のみ、最大 3万円 

(4)+(5)=131,000円 

【131,000円+0 円】 

(1)-(6)=175,000円-131,000 円

=44,000円 

65,000円 

（２）参加者の見込数×

4,000 円となります。 

【45名×4,000 円】 

関係者（来賓、地区役員

等、出演者・付き添等）

はこの見込数に含みませ

ん。 

（７）（８）該当するもの

に○をつけてください。 

申請者欄と同一の押印(署名

された方はフルネームのご署

名)をお願いします(任意)。 

中

央 

中央 太郎 
中

央 
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第２章 申請書類の記載方法 

（２ ）委任状  

 

   

別紙２ 

 

委   任   状 
 

令和  年  月  日  

 

 

（あ て 先 ） 

 

    千 葉 市 長  様 

 

 

委 任 者 所在地（住所）  千葉市中央区千葉港１丁目１番１号 

               千葉港マンション１２３４号 
    商 号（名称）  千葉港１丁目自治会 

 

    代 表 者    会長 中央 太郎 

（役職名及び氏名） 
※ 記名押印又は代表者が署名してください。 

 

 

 

私はつぎの者を代理人と定め、下記事項に関する権限を委任します。 

 

 

受 任 者 所在地（住所）  千葉市中央区千葉港１丁目２番３号 
               千葉港マンション２３４５号 

    商 号（名称）  千葉港１丁目自治会 

   

    役職名及び氏名  会計 花見川 美子      

 
※ 記名押印又は本人が署名してください。 

 

 

 委任事項（委任する事項の□にレ点） 

 

□ 令和〇年度 千葉市敬老会補助金の交付申請に関する件 

□ 令和〇年度  千葉市敬老会補助金の請求に関する件 

☑ 令和〇年度 千葉市敬老会補助金の受領に関する件 

□ 令和〇年度 千葉市敬老会補助金の実績報告に関する件 

 

レ点は空欄可 

委任者・受任者の両名につ

いて、それぞれ 

 

①住所・団体名・役職名を記

入してください。 

 

②氏名を手書きでご署名い

ただくか、記名押印してく

ださい。 

【記入例】 

中

央 

日付は空欄のまま↑ 
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第２章 申請書類の記載方法 

（３ ）事前交付請求書  

 

   

（あて先）千葉市長 

（訂正用の署名又は捨印） 

様式第９号 

令和  年  月  日 

 

令和〇年度 千葉市敬老会補助金一括（分割）事前請求書 

 

 

 

令和  年  月  日付け千葉市指令保高第  号により交付決定のあった千葉市敬老会補助

金の一括（分割）事前交付を次のとおり受けたいので、千葉市補助金等交付規則第１６条第２項にお

いて準用する同条第１項の規定により、下記の金額を請求します。 

 

補助金の交付決定額 

円  

補助金の既交付額 円  

今回の交付請求額 円  

添付書類 

１ 千葉市敬老会補助金交付決定通知書（写） 

２ 口座振込依頼書（別紙１） 

 

申請者 

団体名 千葉港１丁目自治会 

役 職 会長 氏名 
中央 太郎 
 

（注）記名押印又は本人（代表者）が署名して

ください。 

住 所 

〒２６０－００２６ 

千葉市中央区千葉港１丁目１番１号 

千葉港マンション１２３４号 

電話番号 ０４３－２４５－５１６９     

E-mail Chibaminato1cyomejichikai@xxx.xxx.xx.xx 

日付は空欄のまま↓ 

空欄のまま 

【記入例】 

E-mail アドレスのみ記入

は任意です。団体名・役職・

氏名・住所・電話番号は、

記入は必須です。 

中

央 

「千葉市敬老会補助金交付申請書（様式第

１号）」と同じご印鑑をご使用ください。 

当該交付申請書で署名された方は、ここで

も押印せずご署名ください。 

申請者欄と同一の押印（署名さ

れた方はフルネームのご署名）

をお願いします（任意）。 

 

空欄のまま 

※町内自治会におかれては、市（各区地域づくり支援課）へ預金口座情報

を届出している場合は、「２ 口座振込依頼書の提出」は不要です。 

中央 太郎 
中

央 
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第２章 申請書類の記載方法 

（４ ）口座振込依頼書  
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第２章 申請書類の記載方法 

敬老会参加者名簿 

（７５歳以上かつ千葉市に住民登録がある、お祝いを受ける方） 

 

団体名：

敬老会参加者名簿（７５歳以上かつ千葉市に住民登録がある、お祝いを受ける方） №1
通し
№

氏名 ふりがな 出欠予定 当日出欠
年齢

R●.12.31時点
市内住民登録 備考

例1 緑　浜子 みどり　はまこ 出 出（感染） 77 ○ コロナに感染し、欠席

例2 若葉　浜子 わかば　はまこ 出 出 80 ○

例3 中央　太郎 ちゅうおう　たろう 出 欠 79 ○

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

参加者名簿は実績報告時に提出となります。 

千葉市所定の様式をご利用ください。 

手書きではなく、パソコンで書類を作成する場合な

どは、千葉市ホームページ内で「敬老会補助金」と

検索し、データをダウンロードしてください。 

参加者毎の正しい年齢をご記載ください（代表者等による

「７５歳以上であることを確認」等の理由による省略は認

められません）。 
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第２章 申請書類の記載方法 

敬老会関係者名簿 

（参加者をお祝いする来賓・地区役員等・出演者・付き添等） 

 

  

敬老会関係者名簿（参加者をお祝いする　来賓,地区役員等,出演者･付き添等） №1
通し
№

氏名 ふりがな 出欠予定 当日出欠 区分 備考

例1 若葉　浜子 みどり　はなこ 出 出 来賓

例2 中央　太郎 ちゅうおう　たろう 出 欠 地区役員等

例3 千葉　太郎 ちば　たろう 出 出 出演者・付き添等
踊り披露
○○会

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

関係者名簿は実績報告時に提出となります。 

千葉市所定の様式をご利用ください。 

手書きではなく、パソコンで書類を作成する場合な

どは、千葉市ホームページ内で「敬老会補助金」と

検索し、データをダウンロードしてください。 
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第２章 申請書類の記載方法 

中止承認申請書 

 

 

（あて先）千葉市長 

（訂正用の署名又は捨印） 

様式第４号 

   令和  年   月   日  

令和〇年度 千葉市敬老会補助金中止承認申請書 

 

 

令和  年  月  日付け千葉市指令保高第  号により補助金の交付決定のあった補助事業

を次のとおり中止したいので、千葉市敬老会補助金交付要綱第９条第２項の規定により申請します。 

 

補助事業の内容 高齢者の生活の向上に努めるために敬老会を開催 

補助事業を中止する理由、交

付申請時の補助事業の内容等 

 

 

申請者 

団体名 千葉港１丁目自治会 

役 職 会長 氏名 
中央 太郎 

 

（注）記名押印又は本人（代表者）が署名

してください。 

住 所 

〒２６０－００２６ 

千葉市中央区千葉港１丁目１番１号 

千葉港マンション１２３４号 

電話番号     －    －     

E-mail           @ 

「千葉市敬老会補助金交付申請書（様式第

１号）」と同じご印鑑をご使用ください。 

当該交付申請書で署名された方は、ここ

でも押印せずご署名ください。 

日付は空欄のまま→ 【記入例】 

空欄のまま 

中

央 
申請者欄と同一の押印（署名さ

れた方はフルネームのご署名）

をお願いします（任意）。 

 

中止の理由を記載ください。 

中

央 中央 太郎 
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第４章 

敬老会補助金 FAQ 
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○補助対象経費に関すること 

№ ご  質  問 回      答 

１ 

【人件費】 

地区役員等（町内自治会の役員など、開

催・運営の従事者。以下同じ。）の人件費（賃

金・給与・謝礼など）は補助の対象となります

か。 

 

補助の対象となりません。（人件費×） 

ただし、地区役員等が敬老会において飲食

するものの代金については、補助の対象となり

ます。 

 

２ 

【報償費】 

小中学生や高校生などの児童・学生が敬

老会で歌・演奏の披露等を行う場合、小中学

生等に渡す謝礼は補助の対象となりますか。 

 

補助の対象となります。 

ただし、児童・学生に対する謝礼は、現金を

渡すことは好ましくないため、お弁当やお茶な

どの飲食物や、筆記用具などの文具などを渡

すようにしてください。 

３ 

【報償費】 

地区役員等が、案内状や看板の印刷・製

作、写真の撮影や現像等を行う場合、地区役

員等に渡す謝礼は補助の対象となりますか。 

 

 

補助の対象となりません。（人件費となるた

め。） 

ただし、案内状の用紙、看板等の材料費、

写真を現像するインクや用紙などの物品を購

入した代金は消耗品として補助の対象となり

ますので、印刷等のために物品を購入したお

店の領収書を添付してください。 

 

4 

【交通費】 

敬老会の参加者で足の不自由な方を敬老会

の会場に招待するため、タクシーを利用した

り、送迎用のレンタカーを借りたりする代金

は、補助の対象となりますか。 

 

補助の対象となります。 

領収書（レシート）をご提出ください。 
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№ ご  質  問 回      答 

5 

【燃料費】 

敬老会の参加者を敬老会の会場に送迎す

るために自家用車を利用する場合、自家用車

のガソリン代は補助の対象となりますか。 

 

 

 

補助の対象となりません。 

自家用車を利用する場合のガソリン代は、

敬老会のための送迎と日頃の利用とでの切り

分けが難しいため。 

 また、この場合、送迎したお車代として謝礼

を支払う場合についても、補助の対象となりま

せん。 

 

6 

【報償費・消耗品費・記念品贈呈費】 

敬老会の参加者のうち米寿や白寿などの特

定の年齢の方に対して祝い金の贈呈を考えて

いるが、祝い金は補助の対象となりますか。 

 

 

補助の対象となりません（現金、商品券、図書

カード、クオカード、お米券、カタログギフトなど

換金性の高いものは不可）。 

ただし、花束・タオル・ハンカチなどの物品の

贈呈は補助の対象となります。 

なお、単価が5,000円以上する物品は補助の

対象となりません。 

 

7 

【消耗品費】 

敬老会の参加者のうち最高齢の方に対して

花束贈呈を考えているが、補助の対象となり

ますか。 

 

 

補助の対象となります。 

8 

【消耗品費】 

敬老会でビンゴゲームなどの催しを行い、参

加者に景品・参加賞を渡した場合、補助の対

象となりますか。 

 

 

補助の対象となります。 

ただし、現金、商品券、図書カード、クオカー

ド、お米券、カタログギフトなど換金性の高い

ものは補助の対象となりません。 

 また、単価が 5,000 円以上する景品は補助の

対象となりません。 
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№ ご  質  問 回      答 

9 

【消耗品費】 

敬老会の開催当日に撮影した写真（記念

写真等）を、参加者・関係者（来賓・地区役員

等・出演者・付き添の方）に対して渡す場合、

写真の現像に要する費用は補助の対象にな

りますか。 

 

 

 

補助の対象となります。 

なお、写真の現像・配付は、敬老会の開催

当日中に行わなくても差し支えありません。 

また、開催後に１０月３１日〆切で提出して

いただく実績報告書類には「敬老会の開催内

容・状況が確認できる写真」がありますので

ご準備をお願いします。 

10 

【消耗品費】 

案内状・打合せ資料・プログラム・次第など

を印刷・コピーする際の、プリンタのインク代は

補助の対象となりますか。 

 

補助の対象となります。 

品名、個数、単価を記載したレシート等を

提出してください。 

ただし、プリンタ本体やパソコン本体は備品

となるため補助の対象となりません。 

 

11 

【備品費】 

会場に飾る紅白幕を購入する場合、紅白

幕の購入代金は補助の対象となりますか。 

 

補助の対象となりません。 

他の慶事にも使用可能であり、使用目的

が敬老会に限定されないため。 

ただし、敬老会のみに使用するためにレン

タルする場合のレンタル代は、補助の対象と

なります。 

 

12 

【備品費・消耗品費】 

敬老会の案内状や打合せ資料等を印刷する

ためパソコンやプリンターを購入した場合、敬老

会で使用するために体温計、フライパン、テーブ

ルやイス等を購入した場合その購入代は補助の

対象となりますか。 

 

 

 

 

補助の対象となりません。 

パソコン、プリンター、体温計、フライパン等

調理器具は、使用目的が敬老会に限定され

ないため。 
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№ ご  質  問 回      答 

13 

【食糧費】 

敬老会で提供する料理を開催団体のメン

バーが自分たちで調理し提供する場合、料理

の材料費は補助の対象となりますか。 

補助の対象となります。 

実績報告書類として、料理の材料を購入した

際のスーパー等の領収書・レシートを提出し

てください。 

14 

【食糧費】 

敬老会で飲食物（お弁当やお茶など）を提

供しようと考えているが、参加者が飲食するた

めの飲食物の費用だけが補助の対象となりま

すか。 

 

 

７５歳以上の参加者の他に役員やスタッ

フ、来賓、講演等を行った講師、演奏などを

行った学生・児童等の分も補助の対象となり

ます。 

ただし、その費用に係る領収書には、単価、個

数、誰の分かの内訳を欄外に記載してください。

（単に飲食代の合計額の記載のみでは内訳が不明の

ため、補助対象となりません。） 

15 

【食糧費・消耗品費】 

当日の予備として、お弁当、お茶等の飲食

物や、紅白饅頭等を購入する場合、予備は補

助の対象となりますか。 

予備として購入するものは、補助の対象と

なりません。 

ただし、事前に出席の連絡があった参加

者・関係者（来賓・地区役員等・出演者・付き

添の方）※が、体調不良などの理由により急

きょやむを得ず敬老会に来ることができなくな

った場合に、その方のためにあらかじめ発注

していたお弁当等の費用で、キャンセルでき

ず支払ったものは、補助の対象となります。 

当日になって急きょ欠席したことが分かる

ように名簿に記載してください。 

16 

【食糧費・消耗品費】  

敬老会の開催当日に参加者・関係者（来

賓・地区役員等・出演者・付き添の方）に提

供・配付するためのお弁当、お茶等の飲食物

や紅白饅頭等を選ぶため、“試しに”購入する

お弁当等の費用は、補助の対象となります

か。 

補助の対象となりません。 
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№ ご  質  問 回      答 

17 

【食糧費・使用料】 

敬老会の開催前に行う打合せや、敬老会

の開催後に行う反省会に係る経費は、補助の

対象となりますか。 

 

補助の対象となりません。 

ただし、敬老会の開催前に行う打合せの際

に地区役員等が飲むお茶などの飲み物（アル

コール類を除く。）の購入代や、打合せを行う

会場の使用料は補助の対象となります。 

敬老会の開催前に行う打合せの際の飲み

物のうちアルコール類及び食べ物の購入代、

また、敬老会の開催後（反省会含む）に飲食

した飲食物の購入代は対象となりませんので

ご留意ください。 

 

18 

【食糧費・消耗品費】 

敬老会に来られない７５歳以上の方に対し

て、紅白饅頭、赤飯、タオル、花束などを配付

する場合、その購入代等の費用は、補助の対

象になりますか。 

 

補助の対象となりません。 

敬老会当日に来られない方に対して、紅白

饅頭、赤飯、タオル、花束などを配付する場

合、その物品・発送費用等は自治会費など実

施団体独自の予算（＝敬老会補助金以外の

財源）で行っていただくことになります。 

 

19 

【食糧費・消耗品費】 

敬老会の参加者に対して、紅白饅頭、赤

飯、タオル、花束などを贈呈する場合、その購

入代等の費用は補助の対象になりますか。 

 

 

補助の対象となります。 

20 

【食糧費・消耗品費】 

参加者に代わり、その家族が代理で敬老

会に出席する場合、代理で出席する家族に係

る費用は、補助の対象になりますか。 

 

 

 

 

 

補助の対象となりません。 

敬老会補助金は、７５歳以上の方を対象と

しており、また、高齢者の外出や交流を促進

することを目的としているためです。 
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№ ご  質  問 回      答 

21 

【印刷製本費・通信運搬費】 

参加者・関係者（来賓・地区役員等・出演

者・付き添の方）に案内状を発送する場合、

案内状の印刷代・コピー代、はがき代、切手

代は、補助の対象となりますか。 

  

 

 

補助の対象となります。 

22 

【保険料】 

敬老会開催にあたり、損害賠償保険やボラ

ンティア保険を掛ける場合、その保険料は、補

助の対象となりますか。 

 

 

補助の対象となります。 

（準備を行った日及び敬老会を開催した当日に

係る保険料が対象です。それ以外の日に係る保険

料は対象となりませんのでご留意ください。） 

 

23 

【委託料】 

体育館などの大きな会場で、会場設営を業

者に委託して行う場合、会場設営の委託料

は、補助の対象となりますか。 

 

補助の対象となります。 

ただし、業者ではなく地区役員等が設営を行う

場合、当該地区役員等に対して支払う謝礼は、人

件費となるため、補助の対象となりません。 

 

24 

【使用料】 

町内自治会館や集会室等がなく、コミュニ

ティセンターなどの有料施設を借りる場合、有

料施設の使用料は、補助の対象となります

か。 

 

 

補助の対象となります。 

実績報告書類として、使用料に係る領収

書・レシートを提出してください。 

 

25 

【使用料】 

敬老会において、投影機を使った催しを考

えているが、投影機をレンタルする場合、その

使用料（レンタル料）は、補助の対象となりま

すか。 

 

 

補助の対象となります。 

ただし、投影機を購入する場合、その購入代

は備品費となり補助の対象となりませんのでご

留意ください（テレビ、扇風機など器材の購入代

も備品費となるため、補助対象外）。 
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№ ご  質  問 回      答 

26 

【使用料】 

参加者を敬老会の会場へ送迎するためにレ

ンタカーを借りた場合、レンタカーの使用料

（レンタル料）は、補助の対象となりますか。 

補助の対象となります。 

ただし、自家用車での送迎の場合は、敬老

会のための送迎と日頃の利用とでのガソリン

代の切り分けが難しいことから、補助の対象と

なりません。 

27 

【使用料・委託料】 

バスを利用して日帰りの旅行を考えている

が、このときのバス使用料やバス旅行の委託

料は、補助の対象となりますか。 

 

補助の対象となりません。 

28 

【使用料・その他】 

小中学校などの教室や体育館を無償で使用す

ることから、小中学校に対して使用料に準じる額

の寄付金や謝礼を渡す場合、寄付金や謝礼は、

補助の対象になりますか。 

 

寄付金や謝礼は、補助の対象となりません。 

29 

【その他】 

商品の購入代の他に配送料や振込手数料

が掛かる場合、配送料や振込手数料は、補助

の対象になりますか。 

 

補助の対象となります。 

商品の購入に付随して生じる費用のため、

必ず、領収書を添付してください。 

30 

【その他】 

補助の対象とならない７５歳未満の方も招

待して敬老会を開催する場合、会場の使用料

などの経費を、補助の対象となる参加者・関

係者（来賓・地区役員等・出演者・付き添の

方）の人数に応じて按分して算出する必要は

ありますか。 

 

 

会場の使用料や、会場内音響機器の操作

委託料、出演者に対する謝礼など、敬老会全

体に掛かる経費は、補助の対象となる参加者

の人数に応じて按分していただく必要はあり

ません（参加者・関係者に比べて補助の対象

とならない７５歳未満の方の人数が多い場合

については、事前にご相談ください。）。 

ただし、１人ひとりに贈呈する分を個別に発

注し単価がわかるもの（お弁当、お茶、紅白饅

頭、記念品など）については、参加者・関係者

の分のみが対象となり、関係者以外の７５歳

未満の方の分は、補助の対象となりません。 
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№ ご 質 問 回      答 

31 

【その他】 

学生が敬老会に参加するとき、必ず名簿に

記入しなければならないのか。  

 

 

未成年を名簿に掲載することは必ずしも必

須ということはありません。 

参加した人数を名簿に記載してください。

領収書等の内訳に差異がないようお願いいた

します。 

 ただし、顧問・付き添いなどで来られた方を

補助対象とするには、個々に記載が必要で

す。 

 

32 

【その他】 

敬老会を開催する場所が千葉市外にある

有料施設や飲食店などの場合、開催費用は、

補助の対象になりますか。 

 

補助の対象となりません。（市外×） 

敬老会を開催する場所が千葉市内である

場合の費用のみ、開催に要する費用が補助の

対象となります。 

33 

【その他】 

台風の接近などやむを得ない事情により敬

老会の開催を中止する場合、敬老会補助金

は一切もらえませんか。 

 

 

敬老会を開催するため案内状を印刷済で

あった場合の用紙代など、準備に当たって既

に支出済の費用については、敬老会を中止せ

ずに開催できた場合と同様に、補助の対象と

なりますので、実績報告書の提出をお願いい

たします。 
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№ ご 質 問 回      答 

34 

【領収書を徴することが難しい経費】 

出演者・講演者等に対するに対する謝

礼（お車代）について、領収書を提出する

必要はありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領収書又は受領書を提出していただく必要が

あります。 

参考：17 ページのカ 

領収書又は受領書の書式は任意ですが、以下

の事項が記載されたものとしてください。 

・  開催団体から出演者・講師等へお渡した謝

礼の金額 

・ お渡ししたものが謝礼である旨  

・  出演・講演等をされ謝礼を受け取ったご本

人の、直筆の受領署名（フルネーム）又は受

領の記名押印 

【受領書の見本】  

受領書 

○○敬老会実行委員会 様 

金 ○○○，○○○円 

 上記、敬老会での落語の謝礼として受領しまし

た。 

令和○○年○○月○○日 

         住所 千葉市○○○○○ 

         氏名 千葉 太郎 
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35 

【領収書を徴することが難しい経費】 

町内自治会館に備え付けのコピー

機（リース）を使用して案内状・打合

せ資料等を印刷・コピーした場合で、

印刷・コピーに係る代金の領収書・レ

シートが発行されない場合、どのよう

に対応すればよいですか。 

 

 

印刷・コピーに係る代金の領収書・レシートが発行

されない場合に限り、敬老会補助金の申請団体の代

表者が支払いを証する書面（コピー等を行った日付、

用途、単価、枚数を記載）を作成し、署名又は記名押

印してください。 

書式は任意です。 

 なお、印刷のために店舗で用紙を購入し、その購入

代金について領収書・レシートが発行されている場合

は、用紙を補助対象経費として申請するにあたり、支

払いを証する書面ではなく、発行された領収書・レシ

ートをご提出ください。 

【支払いを証する書面の見本】 

××自治会 

① 〇月〇日 コピー代（案内状） 

１，０００円（１０円×１００枚） 

② 〇月〇日 コピー代（〇月〇日の打合せ資料） 

３００円（１０円×３０枚） 

 コピー機を使用して前記資料を印刷しましたが、領収

書及びレシートが発行されないため、上記費用を支払

ったことを証します。 

 

令和○○年○○月○○日 

         ××自治会 

         会長 中央 太郎 

 
 

36 

【領収書の取扱い】 

お弁当、お茶、紅白饅頭などの購

入等に係る領収書は、参加者や関係

者（来賓・地区役員等・出演者・付き

添の方）の区分ごとに、別々に発行し

てもらう必要がありますか。 

  

 

領収書は、参加者や関係者の区分ごとに、別々に発行

してもらう必要はありません。 

ただし、参加者分○個、来賓分△個等、購入等の内

訳を余白に記入してください。 

詳細は、18 ページのク及び 18 ページの【領収書・レシートの

見本】の右部分★をご参照ください。 

 

 
中

央 
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37 

【領収書の内訳】 

領収書には、お弁当などの個数や単価を記

載する必要がありますか。 

 

18 ページのとおり、具体的な品名、個数や

単価の記載が必要です。記載がない書類は

詳細が不明なため、補助対象外となります。 

もし、領収書に内訳がわかる記載がない場

合は、領収書に係る代金の請求内訳書や納

品書を添付してください（内訳がない場合は、

品名、個数、金額の内訳を団体で記載してく

ださい。）。 

 

38 

【領収書の内訳】 

領収書のただし書は、以下のようなもので

構いませんか。 

お品代 

一式 

雑費 

諸費用 

諸経費 

飲食代 

 

 

補助の対象となる経費に該当するか判断

が難しいことから、左記のただし書での領収

書では補助の対象となりません。 

必ず、具体的な品名、個数、単価等がわか

る領収書としてください。詳細は、18 ページを

ご参照ください。 

もし、領収書に内訳がわかる記載がない場

合は、領収書に係る代金の請求内訳書や納

品書を添付してください。 
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39 

【申請団体（開催団体）】 

民生委員児童委員協議会、町内自治

会や社会福祉協議会などが“合同で”敬

老会を開催する場合、補助の対象となり

ますか。 

また、補助の対象となる場合、手続はどの

ようになりますか。 

 

 

 

合同で敬老会を開催する場合も、補助の対象

となります。 

補助金を申請する際に、合同開催する場合の

団体（合同敬老会、敬老会実行委員会）の中から

代表者を決めていただき、その方が合同敬老会の

構成員の分を一括して申請していただくこととなり

ます。 

【例】Ａ自治会・Ｂ自治会・Ｃ自治会の３自治会が×

×地区合同敬老会を組織し、敬老会を開催す

るとき 

  → Ｂ自治会の会長が、××地区合同敬老会【B

自治会】の代表者として、３自治会分の補助

金を申請 

 

40 

【申請団体（開催団体）】 

同一地域において、社会福祉協議会地

区部会や町内自治会などが別々に敬老

会を開催する場合、それぞれ別に補助金

の申請は可能ですか。 

 

それぞれ別に補助金の申請を行うことは可能です。 

また、同じ参加者がそれぞれの敬老会に重複して

参加することは可能ですが、この場合、この参加者に

係る補助金の申請は重複することができないため、い

ずれの団体が補助金を申請するか、団体間で調整し

てください。 
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№ ご 質 問 回      答 

41 

【複数の区にまたがって開催する場合】 

区をまたがって敬老会を開催する予

定だが、書類はどの区へ提出すればよい

ですか。 

 

申請団体（開催団体）の代表者が所属する区へ

書類を提出してください。 

 

42 

【補助金額の減額変更】 

当初に交付申請をしたときよりも、経

費や参加者の人数が少なくなる見込みと

なった場合は、どのようにすればよいです

か。 

 

  

見込みより少なくなる場合は、敬老会を開催した後

に確定した実績報告書類をご提出ください。その内容

を市が審査したうえで、補助金額を確定します。 

この確定した補助金額をもとに、 

完了払：確定した後の補助金額を、市からお振込み

します。 

概算払：市からお振込み済の金額と、確定した補助

金額との差額を返還していただきます。市

から納付書をお送りしますので、指定の期

日までに、金融機関にて納付書により返還

してください。なお、この際の振込手数料は

不要です。 

 

43 

【補助対象事業費上限額】 

補助の対象となる参加者の人数に応

じて補助対象事業費上限額※が設定さ

れているが、それを超える費用をかけて

敬老会を開催することはできますか。 

※ 2ページ参照（参加者×4,000円） 

 

補助対象事業費上限額を超える費用をかけて

敬老会を開催することはできます。補助対象事業

費上限額は、あくまで市から交付する補助金額の

上限を設けるものであり、団体が敬老会の開催に

あたって支出する経費を制限するものではございま

せん。 

しかしながら、補助対象事業費上限額の範囲内

の費用のうち４分の１の額と、補助対象事業費上限

額を超える額の全額は、補助金の申請団体（敬老

会の開催団体）実施団体の自己負担となりますの

でご留意ください。 
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44 

【実績報告】 

実績報告書類として「敬老会の内容や流れ

がわかるもの」を提出することとなっている。 

次第は、特に作成していない場合、どうすれ

ばよいですか。 

 

補助金の金額の確定にあたり、確認させてい

ただきますので何らかの資料を提出していただく

必要があります。参加者等に配付したプログラ

ム・しおりのほか、会場内に掲示した次第の写し、

従事者用のタイムスケジュール等で結構ですの

でご提出ください。 

 

45 

【実績報告】 

実績報告書類として 

・  敬老会に参加された補助対象者の氏名・

人数・年齢・住民要件が確認できる名簿 

・  敬老会に出席された来賓・地区役員等（運

営者、スタッフ）、出演者・付き添等（ボランティ

ア、出演者等）の氏名、人数及び内訳（来賓等

の区分）が確認できる名簿を提出することとな

っているが、どのようなものを提出すればよい

ですか。 

  

 

この手引の 26.27 ページの見本を参考に

作成してください。 

提出していただく名簿は、なるべく千葉市所

定の様式で作成をお願いいたします。もし、千

葉市所定の様式以外の名簿で提出する場合

は、氏名・人数・年齢・住所要件・区分内訳

等、それぞれの様式と同等の内容がわかるよ

うにご準備ください。 
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46 

【参加者の増】 

当初は対象となる参加者の人数を３０名未

満と見込んでいたため、加算は受けられない

ものとして申請していた。しかし、開催実績とし

て当日来場された参加者が３０名以上となっ

た場合、加算の対象となりますか。 

 

 

加算の対象となります。 

 

47 

【団体の合併（敬老会＋敬老会）】 

既に敬老会を開催している団体同士が合

併した場合、加算の対象となりますか。 

 

 加算の対象となりません。 

加算は、敬老会を開催せず記念品の配付

のみを行っていた団体や、敬老会を開催せず

記念品の配付も行っていなかった団体が、新

たに敬老会を開催されるよう促すことを目的

としているためです。 

 

48 

【団体の合併（敬老会＋記念品）】 

既に敬老会を開催している団体と、敬老会

は開催していなかったが記念品を配付してい

た団体とが合併した場合、加算の対象となり

ますか。 

 

 加算の対象となりません。 

 加算は、敬老会を開催せず記念品の配付の

みを行っていた団体や、敬老会を開催せず記

念品の配付も行っていなかった団体が、新た

に敬老会を開催されるよう促すことを目的とし

ているためです。 

 

49 

【団体の合併（記念品＋記念品）】 

記念品を配付していた団体同士が合併した

場合、加算の対象となりますか。 

 

 

 加算の対象となります。 
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50 

【団体の分割（敬老会 ⇒ 敬老会＋敬老会）】 

既に敬老会を開催している団体が、分割し

て、それぞれ敬老会を開催する場合、加算の

対象となりますか。 

例） 

①自治会を分割して、２つの自治会に  な

り、それぞれ開催する。 

②今まで社会福祉協議会地区部会で開催

していたが、自治会ごとに開催することとする。 

 

  

加算の対象となりません。 

加算は、敬老会を開催せず記念品の配付

のみを行っていた団体や、敬老会を開催せず

記念品の配付も行っていなかった団体が、新

たに敬老会を開催されるよう促すことを目的

としているためです。 
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 ご 質 問 回      答 

51 

【食中毒予防・対策】 

敬老会当日に参加者が飲食するもの（お弁当、

食事の材料（献立）、紅白饅頭など）に対する食中

毒予防・対策方法について、どのようなものがあ

りますか。 

以下の主な予防策を参考にしてください。 

・食事を行う際、弁当などは飲食直前に配達

をしてもらい、日陰で風通しの良い場所で保

管する（気温・湿度によっては冷蔵庫・クーラ

ーボックスで保管）。 

・鮮魚貝類など生ものの提供を避ける。 

・食事の材料（献立）は、水分をよく切る、よく

煮詰める、容器に小分けするなど傷みにくい

工夫をする。また、容器詰めは、清潔な場所で

行う。 

・衛生的な手洗いを実施する。 

・余った弁当などの食べ物は持ち帰らない。 

52 

【催し】 

敬老会での催しものについて、どのような事例

がありますか。 

実施団体の開催事例を紹介します。 

ビンゴゲーム、クイズゲーム（なぞなぞ・シルエ

ット当てなど）、くじ抽選会、じゃんけん大会、輪投

げ、手遊び、しりとり、腹話術、マジック、ものまね

ショー、大道芸、吹矢演武、けん玉、カラオケ・合

唱、ライブ（ジャズ）、演奏（弦楽器・管楽器・打楽

器・鍵盤楽器・和楽器・民族楽器・閉管楽器・気鳴

楽器など）・学校吹奏楽部などによる演奏、ビデオ

コンサート・フォークソング視聴、民謡、ダンス、フ

ラダンス、舞踊（日本舞踊）、神楽、ソーラン節、ヨ

ガ（ヨガビリー）、体操・口腔体操（パタカラ体操）、

脳トレ、ボッチャ、ペタンク、落語、詩吟、講話（警

察・消防など）、１分間スピーチ（挙手制・指名

制）、そば打ち実演会など。 

53 

【敬老会の対象者】  

補助金の対象者（1 ページ 5 補助の対象

者）がわからない場合に、対象者を把握す

るのに、どのような方法がありますか。 

 民生委員及び市では、自治会などの開催団体

に敬老会対象者の個人情報をお伝えすることは

できません。町内自治会等の開催団体内で掲示

板・回覧版を活用して、参加者を募るなどの方法

が考えられます。 



 

 

メモ欄 



 

 

☑交付申請書類（チェックリスト）  

 

 

☑書類内容確認チェックリスト（共通） 

 

 

千葉市ホームページ（敬老会補助金）から一部書類のダウンロードが可能です。 

右下の二次元コードや、検索エンジンで「千葉市 敬老会」と検索していただき、ぜひご利用ください。   

 

 

 

 

 

 

⚫ 完了払いを希望される団体 

№ 提出書類 ☑ 

（１） 千葉市敬老会補助金交付申請書（様式第１号）  □ 

（２） 委任状（別紙２） ※ p.13 を確認して必要がある場合のみ。  □ 

 

⚫ 概算払いを希望される団体 

№ 提出書類 ☑ 

（１） 千葉市敬老会補助金交付申請書（様式第１号）  □ 

（２） 委任状（別紙２） ※ p.13 を確認して必要がある場合のみ。  □ 

（３） 千葉市敬老会補助金一括（分割）事前交付請求書（様式第９号）  □ 

（４） 口座振込依頼書（別紙１）  

※町内自治会におかれては、市（各区地域づくり支援課）へ預金口座情報を届出して

いる場合は、提出不要です。 

□ 

 

 

⚫ 完了払いを希望される団体 

№ 提出書類 ☑ 

（１） 千葉市敬老会補助金交付申請書（様式第１号）  □ 

（２） 委任状（別紙２） ※ p.１５を確認して必要がある場合のみ。  □ 

 

⚫ 概算払いを希望される団体 

№ 提出書類 ☑ 

（１） 千葉市敬老会補助金交付申請書（様式第１号）  □ 

（２） 委任状（別紙２） ※ p.１５を確認して必要がある場合のみ。  □ 

（３） 千葉市敬老会補助金一括（分割）事前交付請求書（様式第９号）  □ 

（４） 口座振込依頼書（別紙１）  □ 

 

 □ 消せるボールペン、修正液を使用していないか。（誤字は二重線で訂正） 

 □ 認印は鮮明に押印できているか。（署名の場合は押印不要） 

 □ 交付申請書、一括事前交付請求書は原本か。（コピー不可） 

□ 補助対象事業費上限額は参加者の見込数か。（参加者×4,000 円） 

 

 □ 消せるボールペン、修正液を使用していないか。（誤字は二重線で訂正） 

 □ 認印は鮮明に押印できているか。（署名の場合は押印不要） 

 □ 交付申請書、一括事前交付請求書は原本か。（コピー不可） 

□ 補助対象事業費上限額は参加者の見込数か。（参加者×4,000 円） 

 

 

 

千葉市 敬老会 

 


